
(証券コード 2736)
2025年11月12日

（電子提供措置の開始日2025年11月５日）

株 主 各 位
東京都品川区西五反田七丁目20番９号

フェスタリアホールディングス
株式会社

代表取締役社長 貞 松 隆 弥

第62期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第62期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上
げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記
ウェブサイトに「第62期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載し
ております。

当社ウェブサイト https://www.festaria.jp/company/ir/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
上記の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に
「フェスタリア」又は「コード」に当社証券コード「2736」を入力・検索し、
「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、「縦覧書類」にある「株主総会
招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権を行使す
ることができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討のうえ、３頁及
び４頁のご案内に従って、2025年11月26日（水曜日）午後７時までに行使くださいま
すようお願い申し上げます。

敬 具
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記

1． 日 時 2025年11月27日（木曜日）午前10時30分（受付開始 午前10時）

2． 場 所 東京都品川区東五反田五丁目22番27号 関配ビル10階
五反田KANPAIビル10階 大会議室
（開催場所が前年と異なっておりますので、お間違えのないよう
お願い申し上げます。）

3． 目 的 事 項

報 告 事 項 (1) 第62期（2024年９月１日から2025年８月31日まで）事業報告、

連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類

監査結果報告の件

(2) 第62期（2024年９月１日から2025年８月31日まで）計算書類

報告の件

決 議 事 項 第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役７名選任の件

以 上
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください

ますようお願い申し上げます。
◎本総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載

した書面をお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第18条の規定に基づき、
連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個別注記表」を除いております。
したがいまして、当該書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が
会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であ
ります。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲
載させていただきます。

◎本株主総会ご出席者へのお土産等はご用意しておりませんので、予めご了承ください。
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１. 株主総会にご出席される場合

2025年11月27日（木曜日）午前10時30分

（受付開始 午前10時)

日 時

３. 書面で議決権をご行使される場合

2025年11月26日（水曜日）午後７時必着日 時

２. インターネットで議決権をご行使される場合

2025年11月26日（水曜日）午後７時まで日 時

議決権行使方法のご案内

議決権行使サイトで議案に対する賛否をご入力いただき、

ご送信ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示い

ただき、ご返送ください。なお、議案につき賛否の表示

のない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取

扱いたします。

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
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見本
「次の画面へ」
をクリック

「ログイン」をクリック

「ログインＩＤ」

を入力

議決権行使

ウェブサイト

議決権行使コード・パスワードを入力する方法ＱＲコードを読み取る方法

※「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

https://evote.tr.mufg.jp/

※書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。

※インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

※インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使サイトが利用できない場合があります。

※議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主様のご負担となります。

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを
ご利用いただくことが可能です。

0120-173-027

三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

（通話料無料、受付時間：午前９時～午後９時）

インターネットによる議決権行使のご案内

議決権行使コード及びパスワードを入力するこ
となく議決権行使ウェブサイトにログインする
ことができます。

１ 議決権行使書用紙右下に記載のＱＲコード

を読取ってください。

１ 議決権行使ウェブサイトにアクセスして

ください。

３ 以降は画面の案内に従って賛否をご入力

ください。

２ お手元の議決権行使書用紙の副票（右側）

に記載された「ログインＩＤ」及び「仮

パスワード」を入力

２ 以降は画面の案内に従って賛否をご入力

ください。

インターネットによる議決権の行使に関するスマート

フォン、パソコン等の操作方法がご不明な場合は、右

記の専用ダイヤルにお問い合わせください。
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事 業 報 告

( 2024年９月１日から)2025年８月31日まで

1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や堅調な企業収

益を背景に、景気は緩やかな回復基調となりました。

一方で、ロシア・ウクライナ情勢や中東情勢の長期化に伴う地政学的リスクの

高まりに加え、資源・原材料価格の高騰、物価上昇、為替・金利の変動、米国の

関税引き上げなどの影響も見られ、景気の先行きは依然として不透明な状況が続

いております。

当社グループが属する宝飾業界においては、富裕層を中心に高額品の販売が引

き続き堅調に推移した一方で、消費の二極化や物価上昇に伴う節約志向の高まり

に加え、原材料費や人件費の上昇といったコスト増も重なり、全体としては厳し

い事業環境となりました。

このような環境のもと、当社グループ（以下、当社）は持続的な成長に向けた

基盤構築を目指し、「強みの進化」と「ビジネスモデルの変革」を成長戦略の基軸

に掲げ、新たな顧客価値の創造に取り組んでまいりました。

これらの取り組みの結果、当連結会計年度の売上高は、国内事業において、下

期（2025年３月）以降にインバウンド売上が大きく減少したものの、店舗人材の

採用・育成強化による戦力化の進展に加え、CRM戦略の推進により、一人当たり売

上高は前期比4.7％増と伸長しました。

ブライダル販売では、ブライダルDX施策として３Dデジタルカスタマイズシステ

ムの全店導入を推進した結果、成約率が向上し、売上を下支えしました。

また、ECビジネスでは、販売スタッフが自らジュエリーを着用し、自社オンラ

インサイトに投稿する「スタッフDX」ツールの導入が奏功し、EC売上は前期比

30.8％増と大きく拡大しました。

売上総利益については、当連結会計年度において金価格が前期比35.2％上昇す

るなど、原材料価格の高騰が売上原価の増加要因となり、売上総利益率は前期比

0.7ポイント低下しました。一方、売上高の増加により、売上総利益額は前期並み

の水準を維持しました。

費用面については、CRM戦略と連動した販促施策の拡充により販売費が増加した
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ものの、人件費の削減に加え、物流費や外注費などの見直しを進めた結果、販売

費及び一般管理費は減少しました。

海外事業については、海外小売事業部門の台湾子会社である台灣貞松股份有限

公司（日本名：台湾貞松株式会社）が、当社の強みを活かしたビジネス展開を継

続し、増収増益を達成しました。また、コロナ禍により休止していた海外出店を

再開し、2025年３月には、台北市初のららぽーと「三井ショッピングパーク らら

ぽーと台北南港」内に、台湾９店舗目となる「festaria TOKYO（フェスタリア ト

ーキョー）LaLaport南港店」をオープンしました。

生産拠点であるベトナム子会社 D&Q JEWELLRY Co., Ltd（日本名：ディーアン

ドキュー ジュエリー）では、製造体制の強化を通じた品質向上に加え、3Dデジタ

ルカスタマイズシステムを活用したオーダーメイド商品の製造リードタイム短縮

など、SCM（サプライチェーン・マネジメント）の最適化を推進し、製造コストの

低減を図りました。

以上の結果、当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高9,403百万

円（前期比1.0％増）、営業利益289百万円（前期比7.0％増）、経常利益284百万円

（前期比25.8％増）、親会社株主に帰属する当期純利益176百万円（前期比26.9％

増）となりました。
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（2）今後の経営戦略及び対処すべき課題

宝飾業界においては、資源価格の高騰、物価上昇、労働力不足、環境対応の高

度化など、複数の構造的課題に直面しております。一方で、富裕層市場やインバ

ウンド需要の回復、さらには技術革新を活用したデジタル化の進展により、一定

の成長が期待されます。

消費者意識の面では、「高級志向」「パーソナライズ」「エシカル消費」「デジタ

ル化」といった成長トレンドが重なり合い、持続可能な素材開発やサプライチェ

ーンの透明性確保など、倫理的・社会的側面を重視した商品・サービスが求めら

れる時代へと移行しています。

また、パーソナライズとデジタル化の掛け合わせにより、消費者一人ひとりの

嗜好に合わせたオーダーメイドジュエリーの需要拡大も見込まれています。これ

に対して、消費の二極化や物価上昇を背景とした節約志向の高まり、加えて原材

料費・人件費の上昇によるコスト負担増など、懸念材料もあり、事業環境は依然

として厳しい状況が続いております。

当社は、「ビジュ ド ファミーユ（家族の宝石）」という企業理念のもと、ジュ

エリーを通じて人と人の絆を深め、世代を超えて受け継がれる価値を届けること

を使命としております。

企業理念の実現に向け、「精神価値No.1のSPA企業」から「想いを未来につなぐ

コミュニティ企業」への変革を見据えた中期経営計画「festaria2030年ビジョン」

の策定を進めております。次期は、その初年度として、持続的な成長を確かなも

のとするための施策を着実に実行する、重要な一年と位置づけております。「戦略

的人材育成による組織力向上」「強みを活かしたCRMの深化・実践」「コミュニティ

基盤を支えるDXの推進」を重点方針に設定し、グループ全体で着実に推進してま

いります。

また、当社が持続的に成長していくためには、経営資源の将来価値を見極めた

うえで、成長が見込める事業領域への資源配分を機動的に行うことが重要です。

そのため、当社では、事業のキャッシュ創出力や投資回収力をより的確に把握す

るための指標として、EBITDA（営業利益+減価償却費）を採用いたします。EBITDA

を基準とすることで、減価償却費などの非現金項目の影響を除外し、実質的な事

業の収益力や投資効果を客観的に評価することが可能となります。

今後は、事業ごとにEBITDAをモニタリングし、成長投資による収益性向上を検

証しながら、経営資源の最適配分を図ることで、企業価値の持続的な向上を目指
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してまいります。

【戦略的人材育成による組織力向上】

当社は、「人」こそが価値創造の源泉であるという考えのもと、これまでも

「人」を大切にする経営を実践してまいりました。

人材不足が社会課題となる中、当社の持続的成長には、人的資本経営の観点か

ら人材への積極的投資を行うことが最優先の課題であると認識しております。

当社の主要事業は、百貨店やショッピングセンターなどの商業施設内での店舗

販売事業であり、CRMを中核に据えた顧客理解の深化と営業力強化の観点からは、

顧客LTVを支える人材の確保・育成が不可欠です。その実現に向け、店頭・催事に

おいてお客様の潜在的ニーズを的確に把握し、提案できる「接客のプロ」の育成

を進めます。

さらに、職位や役割に応じたマネジメント力の強化に加え、DX推進に伴うリス

キリングや本社部門における専門性の向上を通じて、チームや部門の成果を最大

化し、組織全体での生産性向上を図ります。

また、グローバル化の進展を見据え、海外拠点や多様な人材との協働を担える

グローバル人材の採用・育成を強化するとともに、優秀な海外人材の獲得を積極

的に進め、国際的な人材ポートフォリオの拡充を図ります。

加えて、従業員一人ひとりが誇りとやりがいを持ち、長く働ける環境整備とし

て、福利厚生の充実とともに、当社の目指す将来像を共有し、前向きで活力ある

職場風土を醸成することで、従業員エンゲージメントの向上にも取り組んでまい

ります。

【強みを活かしたCRMの深化・実践】

当社は、OMO戦略を支援する会員制度「festaria Members Club」を導入し、会

員登録の促進と幅広い顧客情報の獲得を進めています。改めてハイタッチ・ロー

タッチ・テックタッチの運用ルールの整備も進めながら、従来の顧客管理に加え、

テックタッチを活用した再来店促進や、ポイント制度等のサービス向上により顧

客満足度を高めLTVの最大化を目指します。

さらに、販売スタッフに最適なアフターフォローが提示されるようCRMシステム

の機能開発を進めるほか、当社独自の顧客育成プロセスである「集客→育成→熟

成」に基づいた催事戦略の展開に加え、パーソナライズ施策を通じて顧客体験の

向上に努めます。
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また、CRM戦略の高度化に向け、360度のタッチポイントを通じて「個客」一人

ひとりに最適化したアプローチを継続的に推進し、顧客満足度と顧客体験による

ブランド価値の向上と持続的な売上拡大の実現を目指します。

【コミュニティ基盤を支えるDXの推進】

当社は、これまで進めてきたDX推進プロジェクトによりデジタル基盤の整備が

概ね完了したことから、2026年春には新基幹システムを本格稼働させる予定です。

これにより、ステークホルダーと共に価値を創造する「コミュニティ企業」への

進化を加速させます。

具体的には、新基幹システムを中核に、共感型プラットフォーム「festaria

ONE」の実装を進めてまいります。「festaria ONE」は、「festaria2030ビジョン」

における中核として、顧客・取引先・株主・社員がつながり、共に価値を創出す

る独自のコミュニティ基盤を実現するものです。

本プラットフォームでは、クラウド環境やAPIファースト設計、統合データ基

盤、リアルタイム在庫管理などの技術的基盤を整備し、共感型ファンコミュニテ

ィの拡大、新しい購買体験の提供、取引先との協業強化、社員エンゲージメント

向上を推進します。

これにより、単なる製造・販売にとどまらず、共感者がつながるコミュニティ

企業として進化し、企業価値および株主価値の最大化につなげてまいります。

事業のセグメント別の取り組みは、次のとおりであります。

【店舗ビジネス】

店舗ビジネスにおきましては、店舗人材の確保・育成を一層強化するとともに、

VMDの向上やプロモーション施策の充実を通じて店舗競争力の向上を図ってまいり

ます。

商品面では、USP商品「Wish upon a star®」を中心に、デザインや価格帯の多

様化を進め、相場動向や消費ニーズの変化に的確に対応してまいります。

また、気候変動対策や環境保護への関心の高まりを踏まえ、素材リサイクルや

リフォームビジネスを基軸とした循環型ビジネスの強化を推進いたします。ベト

ナム生産工場との連携による新素材商品の開発、エシカルジュエリーの拡充、ト

レーサビリティの強化を通じ、環境負荷の低減と顧客ロイヤリティの向上を目指

します。
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さらに、フェスタリアブランド20周年を契機としたキャンペーンや新規イベン

トの展開により、店舗の魅力向上と売上拡大を図ってまいります。ブライダル分

野では、3Dデジタルカスタマイズシステムを活用したマーケティング施策を推進

し、来店促進と成約率の向上に努めます。

出退店政策においては、戦略的なスクラップアンドビルドを推進し、店舗数の

拡大よりも顧客LTVの最大化を重視しながら、一人当たり生産性の向上による収益

基盤の強化を進めてまいります。

加えて、インバウンド需要への対応にも注力し、海外人材を中心としたプロジ

ェクトを発足させ、マーケティングやインバウンド対応商品の開発を強化いたし

ます。併せて、台湾子会社との連携を深め、相互送客の最大化を目指してまいり

ます。

【ECビジネス】

ECビジネスにおきましては、外部スペシャリストの招聘による体制強化を進め

るとともに、消費者アンケートや購買データの分析を通じて顧客理解を深化させ、

お客様のニーズに沿った商品ラインナップの拡充を図り、ユーザー体験の最適化

に取り組んでまいります。

また、前期より本格展開し、一定の成果を上げている「スタッフDX」ツールの

活用をさらに強化し、EC売上の拡大や顧客のファン化を推進してまいります。引

き続き、実店舗を持つ強みを生かし、店頭とECの相互送客による顧客接点の創出

を通じて、新規顧客の獲得およびリピート率向上による収益の拡大を図ってまい

ります。

【富裕層ビジネス】

富裕層ビジネスにおきましては、今後の成長領域と位置付け、リレーションシ

ップ・マーケティングの強みを活かした事業展開を推進しております。顧客一人

ひとりに合わせたパーソナライズドな体験や、特別なイベント・サービスの提供

を通じて、長期的な信頼関係の構築に取り組んでおります。また、高品質なアフ

ターサービスやカスタマイズ対応による顧客ケアを強化するとともに、サプライ

ヤーとの連携を深め、資産性・希少性の高い商品の確保を進めることで、富裕層

顧客およびパートナー企業からの信頼向上を図ってまいります。さらに、百貨店

外商やプライベートバンクとの協業強化に加え、富裕層ネットワークを活用した

関係構築を推進し、紹介ルートの拡充を通じて加速度的な成長の実現を目指して
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まいります。

【海外事業】

海外事業におきましては、グループ成長戦略の推進により拡大・多様化する事

業領域や役割の重要性に対応すべく、フェスタリアホールディングス㈱によるマ

ネジメント体制を強化し、グループシナジーの最大化を目指してまいります。

台湾子会社である台灣貞松股份有限公司（日本名：台湾貞松㈱）においては、

アジアマーケットにおける重要拠点として、ブランド力の向上および店舗収益の

拡大を図り、東南アジアを中心とした小売事業の展開拡大につなげてまいります。

ベトナム子会社D&Q JEWELLRY Co., Ltd（日本名：ディーアンドキュー ジュエ

リー）においては、自社ブランドのみならずOEM生産の拡大を見据え、製造体制の

見直しや生産合理化によるコスト競争力の向上を進めております。OEM契約を締結

した大手ジュエリーメーカーを含む複数企業からの受注生産は引き続き順調に推

移しており、2025年７月には、自社製造基盤の高度化によって、伊勢丹との共同

開発コレクション「LUX eternal（ルクス エターナル）」を販売開始するなど、当

社ベトナム工場の技術力と品質管理能力が高く評価されております。今後は、製

造・営業両面での戦略的投資を視野に入れ、共感型プラットフォーム「festaria

ONE」の生産基盤となる製造体制の確立とさらなる品質向上を目指してまいりま

す。

また、越境ECの展開も検討しており、日本国内とアジア市場を結ぶ新たな販路

を開拓し、グローバル市場におけるブランド認知と収益拡大を図ってまいります。

なお、次期は新基幹システムへの移行に伴い、旧システムとの並行稼働が一定

期間発生することから、一過性のシステム費用が増加する見込みです。これらの

投資は、中期経営計画「festaria2030年ビジョン」で掲げる「festaria ONE」構

想としてトップラインの成長と業務効率の改善を支える基盤整備の一環であり、

今後の持続的成長に資するものと位置づけております。

以上の方針により、次期（2026年８月期）の連結業績の見通しにつきましては、

売上高10,100百万円、営業利益330百万円、経常利益260百万円、親会社株主に帰

属する当期純利益160百万円を見込んでおります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご理解とご支援を賜りますよう

お願い申し上げます。
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（3）設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資の総額は249,021千円であります。その主なものは

新基幹システム、店舗内建物付属設備及び什器備品であります。

（4）資金調達の状況

当連結会計年度における資金調達状況につきましては、以下のとおりでありま

す。

金融機関からの借入金

短期借入金純増額 80百万円

長期借入金借入額 250百万円

長期借入金返済額 236百万円

社債の発行額 －百万円

社債の償還額 20百万円
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（5）財産及び損益の状況

① 企業集団の財産及び損益の状況

区分
第59期

(2022年８月期)
第60期

(2023年８月期)
第61期

(2024年８月期)

第62期
（当連結会計年度）

(2025年８月期)

売上高（千円） 8,781,985 8,660,063 9,305,952 9,403,118

経常利益（千円） 435,931 159,940 226,317 284,817

親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 259,077 57,813 139,052 176,413

１株当たり当期純利益（円） 73.69 16.34 39.14 49.48

総資産（千円） 6,949,377 6,718,300 7,349,042 7,189,331

純資産（千円） 1,287,879 1,408,537 1,536,710 1,664,234

１株当たり純資産額（円） 353.03 386.46 421.26 455.38

(注)１．１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数に基づき、１株当たり純資産額は期末発行
済株式総数によりそれぞれ算出し、小数第２位未満は四捨五入しております。なお、期中平
均発行済株式総数と期末発行済株式総数については、自己株式数を控除して用いておりま
す。

２． 当社は、2025年３月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。
第59期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益、１株当たり当純
資産を算定しております。

② 当社の財産及び損益の状況

区分
第59期

(2022年８月期)
第60期

(2023年８月期)
第61期

(2024年８月期)

第62期
（当事業年度）
(2025年８月期)

営業収益（千円） 250,895 240,465 252,151 257,624

経常利益（千円） 114,878 43,839 36,732 35,096

当期純利益（千円） 95,808 24,122 27,988 26,187

１株当たり当期純利益（円） 27.25 6.82 7.88 7.35

総資産（千円） 2,237,171 2,484,070 2,530,769 2,993,288

純資産（千円） 1,580,824 1,581,595 1,591,833 1,601,567

１株当たり純資産額（円） 436.18 435.26 436.75 437.84

(注)１．１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数に基づき、１株当たり純資産額は期末発行
済株式総数によりそれぞれ算出し、小数第２位未満は四捨五入しております。なお、期中平
均発行済株式総数と期末発行済株式総数については、自己株式数を控除して用いておりま
す。

２．当社は、2025年３月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。

第59期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益、１株当たり当純

資産を算定しております。
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（6）重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会社名 資本金 当社の出資割合 主要な事業内容

株 式 会 社 サ ダ マ ツ 10,000千円 100％ 宝飾品の販売

D&Q JEWELLERY Co.,Ltd.
百万ベトナムドン

100％
宝飾品の
製造加工16,084

台灣貞松股份有限公司
台湾元

100％ 宝飾品の販売
60,000,000

(注)当連結会計年度末日において、特定完全子会社はありません。

（7）主要な事業内容（2025年８月31日現在）
当社グループは、当社及び重要な子会社３社で構成されており、宝飾品（貴金

属類、宝石類、アクセサリー）の製造加工及び販売を主な事業の内容としており
ます。

（8）本社及び店舗（2025年８月31日現在）

① 本社 東京都品川区

② 営業店舗 84店舗

北 海 道 ２店舗 新 潟 県 １店舗 栃 木 県 １店舗

群 馬 県 １店舗 埼 玉 県 ６店舗 千 葉 県 ３店舗

神 奈 川 県 ７店舗 東 京 都 12店舗 静 岡 県 ２店舗

愛 知 県 ２店舗 京 都 府 ２店舗 大 阪 府 ５店舗

兵 庫 県 １店舗 奈 良 県 １店舗 岡 山 県 １店舗

広 島 県 １店舗 香 川 県 １店舗 福 岡 県 ８店舗

佐 賀 県 ２店舗 大 分 県 ３店舗 長 崎 県 ３店舗

熊 本 県 ３店舗 宮 崎 県 ２店舗 鹿 児 島 県 １店舗

沖 縄 県 ４店舗 海外(中華民国) ９店舗
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（9）従業員の状況（2025年８月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 （名） 前期末比増減（名）

520 ＋5

(注) 1. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数 名は含まれておりません。
2. 臨時雇用者にはパートタイマー及びアルバイトを含み、派遣社員を除いております。

② 当社の従業員の状況

当社は持株会社であり、業務を委託しているため、従業員はおりません。

（10）主要な借入先の状況（2025年８月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

株式会社 みずほ銀行 700,000
千円

株式会社 商工組合中央金庫 573,310

株式会社 日本政策金融公庫 500,000

株式会社 三菱UFJ銀行 210,036

株式会社 埼玉りそな銀行 209,982

株式会社 福岡銀行 209,820

株式会社 十八親和銀行 200,000

株式会社 三井住友銀行 108,260

株式会社 千葉銀行 100,000

株式会社 東京スター銀行 100,000

（11）その他企業集団の現況に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。
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2. 会社の状況に関する事項
（1）株式に関する事項（2025年８月31日現在）

① 発行可能株式総数 9,036,000株

② 発行済株式の総数 3,630,600株（自己株式59,049株を含む)

③ 株主数 3,977名

④ 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 ( 株 ) 持株比率(％)

貞 松 隆 弥 728,490 20.40

貞 松 豊 三 419,535 11.75

有 限 会 社 隆 豊 168,000 4.70

BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC 137,100 3.84

貞 松 佑 哉 109,440 3.06

株 式 会 社 十 八 親 和 銀 行 108,000 3.02

貞 翔 持 株 会 79,088 2.21

高 石 正 49,200 1.38

貞 松 良 成 45,135 1.26

貞 松 智 子 45,000 1.26

(注) 1. 上記のほか、自己株式59,049株があります。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況

当事業年度においては、株式を交付しておりません。
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（2）新株予約権等に関する事項

① 当事業年度末に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権

等の内容の概要（2025年８月31日現在）

名 称 第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権

新株予約権の数（個） 27 37 39

区分及び人数

当社取締役

当社監査役

１名

０名

１名

０名

１名

０名

新株予約権の目的となる

株式の種類
普通株式 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる

株式の数（株）
8,100 11,100 11,700

新株予約権の払込金額（円） 51,501 58,062 55,250

新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額
１株当たり１円 １株当たり１円 １株当たり１円

新株予約権の行使期間
2009年10月１日から

2039年９月30日まで

2010年10月16日から

2040年10月15日まで

2011年10月18日から

2041年10月17日まで

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の

株式の発行価格及び

資本組入額（円）

発行価格 172

資本組入額 86

発行価格 194

資本組入額 97

発行価格 185

資本組入額 92

役員の保有状況

当社取締役

当社監査役

１名27個

０名０個

１名37個

０名０個

１名39個

０名０個
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名 称 第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権

新株予約権の数（個） 40 27 22

区分及び人数

当社取締役

当社監査役

１名

０名

１名

０名

１名

０名

新株予約権の目的となる

株式の種類
普通株式 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる

株式の数（株）
12,000 8,100 6,600

新株予約権の払込金額（円） 73,510 110,840 136,290

新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額
１株当たり１円 １株当たり１円 １株当たり１円

新株予約権の行使期間
2012年10月16日から

2042年10月15日まで

2013年10月12日から

2043年10月11日まで

2014年10月15日から

2044年10月14日まで

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の

株式の発行価格及び

資本組入額（円）

発行価格 246

資本組入額 123

発行価格 370

資本組入額 185

発行価格 455

資本組入額 227

役員の保有状況

当社取締役

（内、社外取締役）

当社監査役

１名40個

０名０個

１名27個

０名０個

１名22個

０名０個
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名 称 第８回新株予約権 第９回新株予約権 第12回新株予約権

新株予約権の数（個） 12 16 13

区分及び人数

当社取締役

当社監査役

１名

０名

１名

０名

２名

０名

新株予約権の目的となる

株式の種類
普通株式 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる

株式の数（株）
3,600 4,800 3,900

新株予約権の払込金額（円） 249,760 178,980 231,510

新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額
１株当たり１円 １株当たり１円 １株当たり１円

新株予約権の行使期間
2015年10月20日から

2045年10月19日まで

2016年10月18日から

2046年10月17日まで

2017年11月９日から

2047年11月８日まで

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の

株式の発行価格及び

資本組入額（円）

発行価格 833

資本組入額 417

発行価格 597

資本組入額 299

発行価格 772

資本組入額 386

役員の保有状況

当社取締役

（内、社外取締役）

当社監査役

１名12個

０名０個

１名16個

０名０個

２名13個

（１名１個）

０名０個
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名 称 第13回新株予約権 第14回新株予約権

新株予約権の数（個） 21 30

区分及び人数

当社取締役

当社監査役

３名

０名

３名

０名

新株予約権の目的となる

株式の種類
普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる

株式の数（株）
6,300 9,000

新株予約権の払込金額（円） 197,487 141,782

新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額
１株当たり１円 １株当たり１円

新株予約権の行使期間
2018年10月16日から

2048年10月15日まで

2019年11月12日から

2049年11月11日まで

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の

株式の発行価格及び

資本組入額（円）

発行価格 659

資本組入額 329

発行価格 473

資本組入額 237

役員の保有状況

当社取締役

（内、社外取締役）

当社監査役

３名21個

（１名１個）

０名０個

３名30個

（１名２個）

０名０個
(注) 第２回新株予約権の詳細な内容は、2009年９月14日の取締役会にて決定いたしました。

第３回新株予約権の詳細な内容は、2010年９月22日の取締役会にて決定いたしました。
第４回新株予約権の詳細な内容は、2011年９月20日の取締役会にて決定いたしました。
第５回新株予約権の詳細な内容は、2012年９月18日の取締役会にて決定いたしました。
第６回新株予約権の詳細な内容は、2013年９月17日の取締役会にて決定いたしました。
第７回新株予約権の詳細な内容は、2014年９月16日の取締役会にて決定いたしました。
第８回新株予約権の詳細な内容は、2015年９月14日の取締役会にて決定いたしました。
第９回新株予約権の詳細な内容は、2016年９月13日の取締役会にて決定いたしました。
第12回新株予約権の詳細な内容は、2017年10月13日の取締役会にて決定いたしました。
第13回新株予約権の詳細な内容は、2018年９月18日の取締役会にて決定いたしました。
第14回新株予約権の詳細な内容は、2019年10月16日の取締役会にて決定いたしました。
当社は、2025年３月1日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、
上記「新株予約権の目的となる株数の数」及び「新株予約権の行使に際して出資される財産
の価額」については、当該株式分割を調整して記載しております。
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② その他新株予約権等の内容の概要（2025年８月31日現在）

名 称 第10回新株予約権 第11回新株予約権

新株予約権の数（個） 712 249

区分及び人数

当社取締役

当社監査役

当社従業員

２名

０名

144名

２名

０名

４名

新株予約権の目的となる

株式の種類
普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる

株式の数（株）
213,600 74,700

新株予約権の払込金額（円） 7,971 1,000

新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額
１株当たり307円 １株当たり783円

新株予約権の行使期間
2018年12月１日から

2033年11月30日まで

2017年７月１日から

2027年６月30日まで

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の

株式の発行価格及び

資本組入額（円）

発行価格 333

資本組入額 167

発行価格 787

資本組入額 393

役員の保有状況

当社取締役

（内、社外取締役）

当社監査役

２名503個

（０名０個）

０名０個

２名214個

（０名０個）

０名０個
(注) 第10回新株予約権の詳細な内容は、2016年12月７日の取締役会にて決定いたしました。

第11回新株予約権の詳細な内容は、2017年５月23日の取締役会にて決定いたしました。
当社は、2025年３月1日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、
上記「新株予約権の目的となる株数の数」及び「新株予約権の行使に際して出資される財産
の価額」については、当該株式分割を調整して記載しております。
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（3）会社役員に関する事項
① 取締役及び監査役に関する事項（2025年８月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 貞 松 隆 弥

株式会社サダマツ 代表取締役
有限会社隆豊 代表取締役
維璦國際有限公司 代表取締役
D&Q JEWELLERY Co.,Ltd 代表取締役
台灣貞松股份有限公司 取締役

常 務 取 締 役 姉 川 清 司
株式会社サダマツ 取締役
台灣貞松股份有限公司 取締役

取 締 役 貞 松 豊 三
株式会社サダマツ 取締役
台灣貞松股份有限公司 董事長

取 締 役 秋 元 誠 株式会社サダマツ 取締役

社 外 取 締 役 松 井 忠 三
株式会社松井オフィス 代表取締役社長
株式会社ネクステージ 社外取締役
株式会社エヌ・シー・エヌ 社外取締役

社 外 取 締 役 酒 井 美 穂
株式会社Optinal 取締役
株式会社クイック 社外取締役

社 外 取 締 役 深 田 しおり

Deviating Sheep株式会社 共同創業者／最
高運営責任者
YKK AP株式会社 上席執行役員最高情報責任
者／最高デジタル責任者
YKK AP テクノロジーラボ（北米）株式会社
取締役／最高デジタル責任者／デジタルR＆
Dセンター長
SOLIZE Holdings株式会社 社外取締役

常 勤 監 査 役 松 村 彰 久
株式会社サダマツ 監査役
台灣貞松股份有限公司 監査役

社 外 監 査 役 中 川 義 宏
弁護士（弁護士法人 下山法律事務所パートナー）
株式会社エイデル研究所 社外監査役

社 外 監 査 役 木 下 陽 介
公認会計士（木下陽介公認会計士事務所 代
表／木下陽介税理士事務所 代表）

(注) 1. 取締役松井忠三、酒井美穂及び深田しおりの３氏は、社外取締役であります。
2. 監査役中川義宏及び木下陽介の両氏は、社外監査役であります。
3. 監査役中川義宏氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び法令に関する相当程度の知

見を有するものであります。
4. 監査役木下陽介氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知

見を有するものであります。
5. 取締役松井忠三氏、深田しおり氏及び監査役木下陽介氏につきましては、東京証券取引所の

定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
6. 取締役及び監査役の異動

秋元誠氏は、2024年11月28日開催の第61期定時株主総会において、新たに取締役に選任さ
れ就任いたしました。
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② 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項及び当社定款の規定に基づき、取締役（業務執

行取締役等であるものを除く。）及び監査役との間で、会社法第423条第１項の
損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

なお、当該契約に基づく損害賠償の限度額は、会社法第425条第１項に定める
最低責任限度額としております。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険

会社との間で締結しており、これにより、取締役・監査役等が業務に起因して
損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免
責事由に該当するものを除く。）等を填補することとしております。なお、役員
等賠償責任保険の保険料は、全額を当社が負担しております。
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④ 取締役及び監査役の報酬等の総額
イ．当事業年度に係る報酬等の総額

区分 支給人数

報酬等の種類別の額

合計 摘要
基本報酬

業績連動

報酬等
非金銭報酬等

取締役 ７名 82,525千円 4,783千円 87,308千円 (うち社外３名10,800千円)

監査役 ３名 10,360千円 － 10,360千円 (うち社外３名4,800千円)

合計 10名 92,885千円 4,783千円 97,668千円

(注) 1. 取締役の報酬限度額は、1999年10月23日開催の臨時株主総会において年額120,000千円以内
と決議しております。（決議時点の取締役の員数５名）

2. 監査役の報酬限度額は、1999年10月23日開催の臨時株主総会において年額36,000千円以内と
決議しております。（決議時点の監査役の員数１名）

3. 2021年11月25日開催の第58期定時株主総会において、取締役の報酬額とは別枠で、譲渡制限
付株式の付与のための金銭債権報酬額を年額35,000千円以内と決議しております。当該定時
株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く。）の員数は２名です。

4. 上記非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した金額を記載して
おります。

ロ．取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、2021年２月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬

等の内容にかかる決定方針を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、

報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合

していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断してお

ります。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

ⅰ．基本方針

当社の取締役の報酬は、各取締役の役割及び貢献度並びに業績等を踏ま

え、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与する

ために最も適切な支給割合となるよう、総合的に勘案して決定すること

としております。

具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業

績連動報酬等及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役に

ついては、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。但し、

在職中の貢献度及び在職期間に応じて、退職時に特別功労金を支払う場

合があります。

ⅱ．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬

等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）

取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、各取締役の役割及び貢献度

並びに業績等を総合的に勘案して決定するものとしております。

ⅲ．業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決

定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含

― 24 ―

2025年10月30日 17時04分 $FOLDER; 24ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



む。）

業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、

業績を反映した現金報酬とし、役員賞与として支給します。これは、期

末決算時に事業年度の売上・利益等の目標値に対する達成度合いに応じ

て算出されます。ただし、役員賞与は毎年、一定の時期に支給されるも

のではなく、達成度合いが非常に高いと判断された場合であり、かつ、

従業員に対する賞与月額を超えることはないものとします。

非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構
成とするため、譲渡制限付株式とし、定時株主総会終了後に付与します。
業務執行取締役の1カ月分の月額報酬を基礎として、職位に応じた計数等
を用いて計算された金額を、募集事項を決定する取締役会決議日の前営
業日の自社株式の終値で割った株数を付与します。ただし、譲渡制限付
株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年20,000株以
内とします。

ⅳ．金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個

人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規

模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、各取締役の

役割及び貢献度並びに業績等を基準に株主と経営者の利害を共有し、企

業価値の持続的な向上に寄与するために最も適切な支給割合となるよう、

総合的に勘案して決定することとしております。

ⅴ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針

個人別の報酬額については、株主総会で決議された限度額の範囲内で、

担当業務、各期の業績、同業他社の状況、従業員給与の水準を考慮しな

がら、総合的に勘案し、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具

体的内容について委任を受け、決定するものとしております。その権限

の内容は、各取締役の基本報酬、業績連動報酬等及び特別功労金の額並

びに株式報酬の割り当て株式数等とします。取締役会は、当該権限が代

表取締役社長によって、決定方針に基づき適切に行使されるよう、監督

することとしております。

ⅵ．取締役の個人別の報酬等の内容の決定にかかる委任に関する事項

各取締役の報酬等の額については、取締役会より一任された代表取締役

社長貞松隆弥が、当事業年度の業績、各取締役の担当業務、実績等を総

合的に勘案して決定しております。会社法上、株主様から委任されて経

営する立場にある取締役のうち、経営責任者である代表取締役社長が上

記に基づいて決定することが適切であると判断したためであります。

― 25 ―

2025年10月30日 17時04分 $FOLDER; 25ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



⑤ 社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係

氏 名 兼 職 状 況

取 締 役 松 井 忠 三
株式会社松井オフィス 代表取締役社長
株式会社ネクステージ 社外取締役
株式会社エヌ・シー・エヌ 社外取締役

取 締 役 酒 井 美 穂
株式会社Optinal 取締役
株式会社クイック 社外取締役

取 締 役 深 田 しおり

Deviating Sheep株式会社 共同創業者／最
高運営責任者
YKK AP株式会社 上席執行役員最高情報責
任者／最高デジタル責任者
YKK AP テクノロジーラボ（北米）株式会
社取締役／最高デジタル責任者／デジタル
R＆Dセンター長
SOLIZE Holdings株式会社 社外取締役

監 査 役 中 川 義 宏
弁護士法人 下山法律事務所 パートナー
株式会社エイデル研究所 社外監査役

監 査 役 木 下 陽 介
木下陽介公認会計士事務所 代表
木下陽介税理士事務所 代表

(注) 当社と取締役及び監査役が兼務する法人等との間に重要な取引実績その他の関係はありません。
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ロ．当事業年度における主な活動及び社外取締役に期待される役割に関して

行った職務の概要

氏 名 出席・発言状況

取 締 役 松 井 忠 三

当事業年度開催の取締役会13回全てに出席
し、主に大手小売業の経営者として全ての
領域に亘って経営全般にわたる豊富な経験
と幅広い知見を活かし、客観的な立場から
取締役会の意思決定の適正性を確保するた
めの助言、意見を述べております。

取 締 役 酒 井 美 穂

当事業年度開催の取締役会13回全てに出席
し、人材育成、女性の管理職登用・育成、
働き方改革など人材採用から育成、組織設
計改革全般を担ってきた実績とこれらに関
する専門的知識・経験を活かし、客観的な
立場から取締役会の意思決定の適正性を確
保するための助言、意見を述べておりま
す。

取 締 役 深 田 しおり

当事業年度開催の取締役会13回のうち10回
出席し、グローバル企業でCDOとしてデジ
タル領域に関する高い専門的知識と業務経
験に加え、ダイバーシティ、業務改革、ガ
バナンス強化など全社的な取り組みやプロ
ジェクトを推進してきた実績を有すること
から、これらを活かして、客観的な立場か
ら取締役会の意思決定の適正性を確保する
ための助言、意見を述べております。

監 査 役 中 川 義 宏

当事業年度開催の取締役会13回全てに出席
し、また、当事業年度開催の監査役会13回
全てに出席し、業務遂行を行う経営陣から
独立した客観的視点で、弁護士として専門
的な見地から議案、報告事項について適宜
質問、助言、意見を述べております。

監 査 役 木 下 陽 介

当事業年度開催の取締役会13回全てに出席
し、また、当事業年度開催の監査役会13回
全てに出席し、業務遂行を行う経営陣から
独立した客観的視点で、公認会計士の知見
に基づき、議案、報告事項について適宜質
問、助言、意見を述べております。
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（4）会計監査人の状況

① 名称

ＵＨＹ東京監査法人

② 報酬等の額

イ．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 19,200千円

ロ．当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額 19,200千円

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当該事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容及び会計監査の職務遂行状況などが適切で

あるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について

同意の判断をいたしました。

③ 非監査業務の内容

該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合に会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定

いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該

当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任い

たします。この場合、監査役会が選任した監査役は、解任後最初に招集され

る株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いた

します。
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3. 会社の体制及び方針
（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他業務の適正を確保するための体制

当社は、取締役以下グループ全社員を対象としたfestaria Group「エンゲージ
メントルール」を制定し、以下の「企業理念」及び「行動原則」を経営の基本と
する。

「企業理念」

【ミッション】

ジュエリーに愛と夢を込めて 「ビジュー・ド・ファミーユ」

私達の使命は、夢を叶える生き方を広め、豊かで幸せな人生を未来に伝えていくことです

【ビジョン】

お客さま、株主、社員に共感され、想いを未来につなぐ
コミュニティブランドを確立する

【インパーソナルドリーム】

ブランドの成長に相応しい職への哲学とプライドを持ち
自らの仕事を通じて社会に貢献する

「行動原則」

【社是】

お店はお客さまのためにあり、社員、株主と共に繁栄する

【社訓】

私達は仕事を通じて、お客さまの豊かな人生のお役に立つ

私達は仕事を通じて、幸福（しあわせ）集団を築く

私達は仕事を通じて、広く社会に貢献する

【５つのクレド】

①感謝 常に周囲に感謝して行動する

②モットー 明・元・楽・強・協

③マナー より良いチームを築くために

- 約束を守る

- 嘘をつかない

- 人の悪口を言わない

- 挨拶や返事をする

④幸と福 幸とは、

仕事を通じて自己の人間性を磨き

どんな困難でも乗り越える意志を持ち

真の意味で自立した社会人となること

福とは、

幸を磨いた結果として

自立した豊かな経済的基盤を築き

社会が平和で豊かであることを願うこと
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⑤夢を持つ 「夢は必ず叶う」

夢をもって生きることの素晴らしさ

目標をもち、一歩一歩進んでいくことを大切にする

① 内部統制システム構築の基本方針

代表取締役は、自らの責任のもと内部統制システムを整備・運用・維持し、

その指揮命令のもと業務の有効性と効率性を確保する。

② 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

取締役及び使用人は、上記「経営理念」、「社是」、「社訓」を基本とし、法令、

定款はもとより、諸規程に則り行動するものとする。

また、これに適合しているかを監督するために内部監査室を設置し、業務の

有効性と効率性を確保するとともに法令・定款・社内規程に抵触していないか

どうかを監査する。また、内部統制システムの運用状況を監査し、監査役と連

動して、コンプライアンスの維持に努めるものとする。

③ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行、意思決定に係る情報を文書により保存し、これら文書

を別に定める文書管理規程、文書保存年限一覧表に定める期間中、厳正に保

存・管理するものとする。取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時こ

れらの文書等を閲覧できるものとする。

④ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

業務に付随して起こりうる定性的リスク及び偶発的リスクをリストアップし、

リスクへの対応策の策定及び実施を各事業部門並びに子会社に徹底する。

また、重大なリスクが発生した場合は、代表取締役の指揮のもと対策本部を

設置し、迅速、的確な対応を行うことで、損害の拡大を防止する体制を整える。

⑤ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は毎月１回のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定

められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、代表取締役及び業

務執行取締役の業務執行状況を逐次監督する。

当社は、取締役会のほか、経営環境の変化に柔軟に対応するために「経営会

議」を設置し、取締役会に業務の執行状況を具体的且つ迅速に上程できるよう

にする。

代表取締役は、中期経営計画及び年次経営計画に基づいた各部門目標に対し

業務を執行し、各業務執行取締役は、経営計画に基づいて各部門が実施すべき

具体的な施策及び業務を遂行する。代表取締役及び業務執行取締役は、その遂

行状況を取締役会及び経営会議において定期的に報告し、施策及び効率的な業

務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図っていくとともにその業務執
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行を互いに監督する。

⑥ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

子会社を含む企業集団として業務の適正を確保するため、子会社経営者と常

日頃から連携を持ち、当該経営者もしくはその委託者は毎月１回の定例取締役

会に参加し、子会社を含む企業集団としての経営について協議するほか、子会

社の取締役に親会社から最低１名を派遣し、子会社が親会社の経営方針に沿っ

て適正に運営されていることを確認する体制とする。

⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項及び取締役会からの独立性に関する事項

監査役が必要とした場合は、取締役会は監査役と協議の上、監査役の職務を

補助する使用人を置くものとする。なお、その際当該使用人への指揮命令権は

監査役に移管されたものとし、取締役からの独立性を確保するものとする。

⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告

に関する体制

監査役は、取締役会、経営会議、その他の重要な意思決定会議に出席し、取

締役及び使用人から、重要事項の報告を受けるものとする。そのため取締役及

び使用人は、重要な会議開催の日程を監査役に連絡し、出席を依頼するものと

する。

また、内部監査室は、監査役と連動して、コンプライアンスの維持に努める

ものとする。

⑨ その他監査役の監査が、実効的に行われることを確保するための体制

常勤監査役は、取締役及び使用人から、上記のとおり、重要事項について適

宜報告を受け、取締役及び取締役会を監督するとともに、稟議書類等業務執行

に係る重要な文書を閲覧し、調査を必要とする場合には各所管長に有効に監査

等を行えるよう便宜を図ることを要請する。

また、各監査役は「監査役会規程」に基づく独任性とその権限により、監査

を行うとともに、監査役会を必要に応じて招集し、内部監査室及び会計監査人

と緊密な連携を保ちながら監査役監査の実効性を確保する。

当社の監査役は、３名（内２名は社外監査役）である。
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用の状況

当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下

のとおりです。

① 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理

文書管理規程に基づき、取締役会資料をはじめとする取締役の職務執行に係

る文書又は電磁的記録文書を記録し保管しました。

② 損失の危機の管理

各事業部門から経営上のリスクに関する報告及び協議が行われ、その管理状

況を確認いたしました。

③ 取締役及び使用人の職務の執行の法令及び定款への適合性及び効率性の確保

取締役会(臨時取締役会を含む)を13回開催し、重要事項の報告により、業務

執行及び取締役の職務執行を監督いたしました。

④ 監査役がその職務を補助する使用人の取締役からの独立性の確保

監査役の職務の補助に当たった業務関連部署の使用人の当該補助業務遂行時

における、取締役からの独立性に対する疑義の指摘は、使用人、監査役のいず

れからもありませんでした。

⑤ 取締役及び使用人から監査役への報告

監査役に報告すべき事項の報告を行った取締役及び使用人が、当該報告をし

たことを理由として不利な取り扱いを受けた事例は認められませんでした。

⑥ その他監査役の監査に関する実効性の確保

監査役は、内部監査室と連携してコンプライアンスの維持に努めております。

また監査役は、会計監査人と四半期ごとに監査上の重要課題等について情報交

換を行いました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
(注）1. 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

2. 売上高等の記載金額には、消費税等は含まれておりません。
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連 結 貸 借 対 照 表
(2025 年 ８ 月 31 日 現 在 )

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

機 械 及 び 装 置

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

差 入 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

5,662,730

1,143,341

883,332

2,652,554

902,344

81,808

△650

1,526,600

437,009

330,597

9,335

40,014

30,000

27,063

229,890

859,700

92,276

258,365

376,096

141,863

△8,902

流 動 負 債 4,238,819

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 629,724

短 期 借 入 金 1,650,000

1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 20,000

1年内返済予定の長期借入金 858,518

未 払 金 及 び 未 払 費 用 510,499

前 受 金 268,005

リ ー ス 債 務 661

未 払 法 人 税 等 12,765

賞 与 引 当 金 87,731

契 約 負 債 23,121

そ の 他 177,792

固 定 負 債 1,286,277

社 債 30,000

長 期 借 入 金 768,165

リ ー ス 債 務 2,017

退 職 給 付 に 係 る 負 債 296,895

資 産 除 去 債 務 9,209

そ の 他 179,991

負 債 合 計 5,525,097

純 資 産 の 部

株 主 資 本 1,539,038

資 本 金 812,522

資 本 剰 余 金 620,721

利 益 剰 余 金 131,703

自 己 株 式 △25,909

その他の包括利益累計額 87,375

その他有価証券評価差額金 7,243

為 替 換 算 調 整 勘 定 74,724

退職給付に係る調整累計額 5,408

新 株 予 約 権 37,820

純 資 産 合 計 1,664,234

資 産 合 計 7,189,331 負債及び純資産合計 7,189,331

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
(2024年９月１日から2025年８月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 9,403,118

売 上 原 価 3,548,015

売 上 総 利 益 5,855,103

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,565,650

営 業 利 益 289,453

営 業 外 収 益

受 取 利 息 4,945

為 替 差 益 41,911

補 助 金 収 入 56,454

そ の 他 1,260 104,571

営 業 外 費 用

支 払 利 息 94,557

支 払 手 数 料 13,240

そ の 他 1,409 109,207

経 常 利 益 284,817

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 612

減 損 損 失 18,122 18,734

税金等調整前当期純利益 266,082

法人税、住民税及び事業税 36,686

法 人 税 等 調 整 額 52,982 89,669

当 期 純 利 益 176,413

親会社株主に帰属する当期純利益 176,413

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
(2024年９月１日から2025年８月31日まで)

(単位：千円)

株主資本 その他の包括利益累計額
新 株
予 約 権

純 資 産
合 計

資 本 金
資 本
剰 余 金

利 益
剰 余 金

自 己
株 式

株主資本
合 計

そ の 他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に
係 る
調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 811,922 619,581 △20,991 △30,384 1,380,127 6,035 109,972 2,594 118,602 37,979 1,536,710

連結会計年度中の
変動額

新株の発行 600 600 1,200 1,200

剰 余 金

の配当
△23,718 △23,718 △23,718

親会社株主に帰属
する当期純利益

176,413 176,413 176,413

自己株式の処分 539 4,475 5,015 5,015

株主資本以外の項
目の連結会計年度
中の変動額（純額）

1,207 △35,248 2,813 △31,226 △159 △31,386

連結会計年度中の
変動額合計

600 1,139 152,695 4,475 158,910 1,207 △35,248 2,813 △31,226 △159 127,524

当期末残高 812,522 620,721 131,703 △25,909 1,539,038 7,243 74,724 5,408 87,375 37,820 1,664,234

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
(2025 年 ８ 月 31 日 現 在 )

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

関 係 会 社 短 期 貸 付 金

未 収 入 金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 器 具 備 品

土 地

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

繰 延 税 金 資 産

差 入 保 証 金

長 期 前 払 費 用

そ の 他

2,133,097

369,052

1,712,069

26,532

25,442

860,191

41,986

8,752

3,234

30,000

124,973

120,197

4,776

693,230

92,276

366,644

35,024

82,845

35,453

7,585

73,400

流 動 負 債 1,065,073

短 期 借 入 金 500,000

1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 20,000

1年内返済予定の長期借入金 491,600

未 払 金 23,672

未 払 法 人 税 等 7,092

未 払 消 費 税 等 9,564

未 払 費 用 6,639

預 り 金 6,139

そ の 他 364

固 定 負 債 326,647

社 債 30,000

長 期 借 入 金 131,935

長 期 未 払 金 2,677

退 職 給 付 引 当 金 162,034

負 債 合 計 1,391,721

純 資 産 の 部

株 主 資 本 1,556,503

資 本 金 812,522

資 本 剰 余 金 620,721

資 本 準 備 金 619,831

そ の 他 資 本 剰 余 金 889

利 益 剰 余 金 149,168

利 益 準 備 金 8,000

そ の 他 利 益 剰 余 金 141,168

繰 越 利 益 剰 余 金 141,168

自 己 株 式 △25,909

評価・換算差額等 7,243

その他有価証券評価差額金 7,243

新 株 予 約 権 37,820

純 資 産 合 計 1,601,567

資 産 合 計 2,993,288 負債及び純資産合計 2,993,288

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
(2024年９月１日から2025年８月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

営 業 収 益 257,624

営 業 費 用 229,746

営 業 利 益 27,877

営 業 外 収 益

受 取 利 息 64,186

受 取 配 当 金 125

為 替 差 益 1,770

そ の 他 467 66,550

営 業 外 費 用

支 払 利 息 55,341

そ の 他 3,990 59,332

経 常 利 益 35,096

税 引 前 当 期 純 利 益 35,096

法人税、住民税及び事業税 6,640

法 人 税 等 調 整 額 2,267 8,908

当 期 純 利 益 26,187

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
(2024年９月１日から2025年８月31日まで)

(単位：千円)

株主資本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合 計資 本

準 備 金
その他資本剰余金

資本剰余金
合 計

利 益
準 備 金

その他利益
剰 余 金

利益剰余金
合 計

繰越利益
剰 余 金

当期首残高 811,922 619,231 349 619,581 8,000 138,698 146,698 △30,384 1,547,818

事業年度中の変動額

新株の発行 600 600 600 1,200

剰余金の配当 △23,718 △23,718 △23,718

当期純利益 26,187 26,187 26,187

自己株式の処分 539 539 4,475 5,015

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 600 600 539 1,139 － 2,469 2,469 4,475 8,684

当期末残高 812,522 619,831 889 620,721 8,000 141,168 149,168 △25,909 1,556,503

評価・換算差額等

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計
その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当期首残高 6,035 6,035 37,979 1,591,833

事業年度中の変動額

新株の発行 1,200

剰余金の配当 △23,718

当期純利益 26,187

自己株式の処分 5,015

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

1,207 1,207 △159 1,048

事業年度中の変動額合計 1,207 1,207 △159 9,733

当期末残高 7,243 7,243 37,820 1,601,567

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2025年10月30日

フェスタリアホールディングス株式会社

取締役会 御中

ＵＨＹ東京監査法人

東京都品川区

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 若 槻 明

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 片 岡 嘉 徳

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、フェスタリアホール

ディングス株式会社の2024年9月1日から2025年8月31日までの連結会計年度の

連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本

等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、フェスタリアホールディングス株式

会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産

及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算

書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が

国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監

査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断

している。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査

役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取

締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容

は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明する

ものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通

読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法

人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、

また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が

あるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが

あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、

不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示

するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま

れる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連

結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における

取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計

算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的

な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意

見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性

があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を

与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の

選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分か

つ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する

ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ

た適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に

よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評

価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であ

るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑

義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるか

どうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場

合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、

又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、

連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監

査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将

来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。
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・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記

事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基

礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財

務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の

監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督

及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負

う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施

時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要

な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を

行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国におけ

る職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与

えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講

じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガ

ードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計

士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2025年10月30日

フェスタリアホールディングス株式会社

取締役会 御中

ＵＨＹ東京監査法人

東京都品川区

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 若 槻 明

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 片 岡 嘉 徳

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、フェスタリア

ホールディングス株式会社の2024年9月1日から2025年8月31日までの第62期事

業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計

算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）に

ついて監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び

損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類

等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国

における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表

明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査

役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取

締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は

含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するも

のではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読

し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が

監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま

た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があ

るかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが

あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、

不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算

書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における

取締役の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書

類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な

保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を

表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ

り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える

と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の

選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分か

つ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた

めのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた

適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に

よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評

価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切である

かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義

を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど

うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合

は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は

重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書

類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結

論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象

や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事

項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施

時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要

な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を

行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国におけ

る職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与

えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講

じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガ

ードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2024年９月１日から2025年８月31日までの第62期事業年度

における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基

づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査

人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方

針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と

意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、

以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職

務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要

な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財

産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の

取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じ

て子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から

成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社

法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取

締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部

統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運

用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、

意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している

かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会

計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための

体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する

品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知

を受け、必要に応じて説明を求めました。

― 47 ―

2025年10月30日 17時04分 $FOLDER; 47ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、

計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記

表）及びその附属明細書並びに 連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益

計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたし

ました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及

び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ

ん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人ＵＨＹ東京監査法人の監査の方法及び結果は相当であると

認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人ＵＨＹ東京監査法人の監査の方法及び結果は相当であると

認めます。

2025年10月30日

フェスタリアホールディングス株式会社 監査役会

常勤監査役 松 村 彰 久 ㊞

監 査 役（社外） 中 川 義 宏 ㊞

監 査 役（社外） 木 下 陽 介 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

第62期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開及び

安定配当の観点から、以下のとおりといたしたいと存じます。

１．配当財産の種類

金銭といたします。

２．株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその額

当社普通株式１株につき金７円 総額25,000,857円

３．剰余金の配当が効力を生じる日

2025年11月28日
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第２号議案 定款一部変更の件

１．変更の理由

（１）当社および当社子会社の事業領域の拡大及び多様化に対応するため、現行定

款第２条（目的）につきまして、事業目的を変更・追加するものであります。

（２）今後の事業規模拡大及び経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第19条

（取締役の員数）に定める取締役の員数を７名以内から３名以上に変更するもので

あります。

２．変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更部分を示しております。）

現 行 定 款 変 更 案

第１条 （条文省略）

（目的）
第２条 当会社は、次の事業を営む会社お
よびこれに相当する業務を営む外国会社の
株式または持分を保有することにより、当
該会社の事業活動を支配または管理するこ
とを目的とする。

１．時計類、眼鏡類、光学機械類、貴金属
類、宝石類の企画製作、製造、輸出入およ
び販売

２．事務機、カメラ、美術品、骨董品、ア
クセサリー、室内装飾品、バック類および
鞄類、茶、生花、化粧品の販売

３．古物の買取、販売

４．服飾デザインおよび雑貨等の企画、製
作および販売
５．販売促進に関するコンサルティング業
務

６．通信販売、カタログ販売、訪問販売お
よび展示販売の販売方法の教育に関するコ
ンサルタント業務

７．貸しビルに関する業務

８．総合ブライダルに関する業務

第１条 （現行どおり）

（目的）
第２条 当会社は、次の事業を営む会社お
よびこれに相当する業務を営む外国会社の
株式または持分を保有することにより、当
該会社の事業活動を支配または管理するこ
とを目的とする。

１．宝石、貴金属、アクセサリー、時計、
眼鏡、光学機械類の企画、製造、修理、加
工、販売、売買の仲介ならびにレンタルお
よびリース

２. 美術品、骨董品、繊維品、鞄、靴、帽
子、傘、皮製品、室内装飾品、家具、寝
具、タオル、ペット用品、食器、インテリ
ア用品、家庭用雑貨、植物、書籍、文房
具、玩具、家庭用電気製品、音響機器、電
子メディアを含むソフトウェア、スポーツ
用品の企画、製造、販売および輸出入

３．食料品、化粧品、香水、美容器具、健
康器具、健康食品、医薬品、医薬部外品の
企画、製造、販売および輸出入

４．服飾雑貨等の企画、開発、製造、販売
および輸出入

５．総合ブライダルサービスに関する業務

６．インターネットによる通信販売業
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９．前各号に付帯する一切の業務 ７．販売促進・宣伝広告の企画ならびに広
告代理店業

８．古物売買およびその受託販売

９．各種催し物、セミナー、展示会、体験
型イベント等の企画、開催および運営

10．不動産の売買、賃貸、仲介及び管理業

11．飲食業

12．フランチャイズチェーンシステムによ
る店舗等の経営、募集および監修

13．損害保険代理業

14．クレジットカード業

15．労働派遣事業および人材コンサルタン
ト業

16．商標権、意匠権等の知的財産権の取
得、保有、運用、管理業務

17．貸金業

18．有価証券の保有、投資、運用、売買、
管理、仲介および利用

19．暗号資産等の発行、流通、管理、決済
手段の提供および運営、資金移動業ならび
に暗
号資産交換業

20．前各号に関連する調査・開発およびコ
ンサルティング業ならびに研修・指導・養
成に関する事業

21．前各号に付帯する一切の業務

第３条～第18条（条文省略） 第３条～第18条（現行どおり）

（取締役の員数）
第19条 当社会社の取締役は７名以内とす
る。

（取締役の員数）
第19条 当社会社の取締役は３名以上とす
る。
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第３号議案 取締役７名選任の件
取締役全員（７名）は本株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役７名の選任をお願いしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式数

１
再任

貞
さだ

松
まつ

隆
たか

弥
や

(1961年12月22日生)

1986年10月 当社営業部長

728,490株

1988年11月 当社専務取締役
1997年７月 有限会社隆豊代表取締役（現任）
2000年11月 当社代表取締役社長（現任）
2005年11月 維璦國際有限公司代表取締役（現任）
2006年５月 D&Q JEWELLERY Co.,Ltd.代表取締役（現任）
2011年１月
2017年10月

台灣貞松股份有限公司取締役（現任）

サダマツ分割準備株式会社（現 株式会社

サダマツ）代表取締役（現任）

取締役候補者とした理由

貞松隆弥氏は、2000年から代表取締役社長を務めており、取締役会議長とし
て取締役会を適正に運営するとともに、経営の重要な意思決定及び業務執行に
対する監督機能を適切に果たしております。経営者として豊富な経験・知見を
有しており、代表執行役員としてもグループの経営全般を管掌し適切に職務を
遂行していることから、当社の中長期的な企業価値の向上に十分な役割を果た
すことができると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであり
ます。

２
再任

姉
あね

川
がわ

清
きよ

司
し

(1961年11月７日生)

2006年９月 当社入社 総務部

12,000株

2007年４月 当社人事総務部課長

2008年３月 当社管理部人事総務グループ次長

2010年９月 当社管理部人事総務グループ部長

2013年９月 当社管理部長

2014年11月

2017年11月

2018年３月

2018年４月

2021年11月

2022年11月

当社執行役員管理部長

当社取締役

サダマツ分割準備株式会社（現 株式会社サダマツ）取締役（現任）

台灣貞松股份有限公司監査役

当社常務取締役（現任）

台灣貞松股份有限公司取締役（現任）

取締役候補者とした理由

姉川清司氏は、当社管理部長として人事総務、BCP（事業継続計画）の業務経
験を有し、2017年からは当社の取締役として経営の重要な意思決定及び業務執
行に対する監督機能を適切に果たしております。また、当社の主要子会社であ
る株式会社サダマツの取締役営業本部長として営業及びMD（マーチャンダイジ
ング）部門を管掌し、2021年からは、当社常務取締役として適切に職務を遂行
していることから、当社の中長期的な企業価値の向上に十分な役割を果たすこ
とができると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものでありま
す。
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候補者
番号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式数

３
再任

貞
さだ

松
まつ

豊
とよ

三
ぞう

(1972年５月２日生)

2003年11月 当社入社

419,535株

2006年11月 当社関東地区マネージャー課長

2008年11月 当社九州地区マネージャー次長

2014年11月

2014年11月

当社 部長役

台灣貞松股份有限公司董事長 兼 総経理

2023年11月 当社 取締役（現任）

2024年９月

2024年９月

サダマツ分割準備株式会社（現 株式会社サダマツ）営業部長

台灣貞松股份有限公司董事長（現任）

2024年11月 サダマツ分割準備株式会社（現 株式会社

サダマツ）取締役営業部長 （現任）

取締役候補者とした理由

貞松豊三氏は、海外経験を積んだ後、宝石鑑定士（GIA、GG）の資格を取得し、
2003年当社に入社しました。入社後は、営業部門において、基幹店店長やエリ
アマネージャーとして実績を積み重ね、2014年には海外子会社の責任者を務め
るなど、幅広い業務経験及び知識を有しており、現在は台灣貞松股份有限公司
董事長及び当社の主要子会社である株式会社サダマツの取締役営業部長として
リーダーシップを発揮しております。加えて、当社取締役として適切に職務を
遂行していることから、当社の中長期的な企業価値の向上に十分な役割を果た
すことができると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであり
ます。

４
再任

秋
あき

元
もと

誠
まこと

(1968年10月７日生)

2014年11月 当社入社 MD企画部長

ー株

2017年11月 当社執行役員 MD 企画開発部長

2022年11月 サダマツ分割準備株式会社（現 株式会社サダマ

ツ）取締役サプライチェーン推進部長（現任）

2024年11月 当社 取締役（現任）

取締役候補者とした理由

秋元誠氏は、宝飾業界での豊富な経験に基づく高い専門的知識を有しており、
当社の主要子会社である株式会社サダマツの取締役サプライチェーン推進部長
として部門を管掌し、経営の重要な意思決定及び業務執行に対する監督機能を
適切に果たしております。また、同社の研究開発機関であるダイヤモンド研究
所所長としてリーダーシップを発揮しており、同氏の能力・経験等は当社の取
締役会の意思決定及び管理機能の向上に寄与するものと判断し、取締役として
の選任をお願いするものであります。
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候補者
番号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式数

５
再任

社外

独立

松
まつ

井
い

忠
ただ

三
みつ

(1949年５月13日生)

1973年６月 株式会社西友ストアー(現 株式会社西友)入社

6,000株

1993年５月 株式会社良品計画取締役

1999年５月 株式会社アール・ケイ・トラック代表取締役社長

2001年１月 株式会社良品計画代表取締役社長

2002年２月 株式会社良品計画代表取締役社長兼執行役員

2008年２月 同社代表取締役会長兼執行役員

2009年５月 ムジ・ネット株式会社（現 株式会社

MUJIHOUSE）代表取締役社長

2010年10月 株式会社T&T（現 株式会社松井オフィス）

代表取締役社長（現任）

2013年６月 株式会社りそな銀行社外取締役

2013年９月 株式会社アダストリアホールディングス

（現 株式会社アンドエスティホールディングス）社外取締役

2014年６月 株式会社りそなホールディングス社外取締役

2014年６月 株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役

2015年５月 株式会社ネクステージ社外取締役（現任）

2016年６月 株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役（現任）

2016年11月 当社社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由

松井忠三氏は、大手小売業の経営者として商品開発・販売・経営・人材育成・シ
ステムと全ての領域に亘って業務改革を遂行してきた実績や見識を有しており、
2016年11月から社外取締役として、経営を適切に監督いただいております。同氏
は、豊富な経験から高い見識・知見に基づき、取締役会において俯瞰的な視点から
当社の監督と経営全般の助言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するため
の適切な役割・責務を果たしており、引き続き当社グループの経営に対して有益な
ご意見やご指摘をいただくことを期待し、社外取締役として選任をお願いするもの
であります。

６
再任

社外

酒
さか

井
い

美
み

穂
ほ

(1966年５月31日生)

1989年４月 株式会社リクルート（現 株式会社リクル

ートホールディングス）入社

ー株

2009年４月 株式会社フロムエーキャリア代表取締役社長

2015年４月 株式会社リクルートジョブズ（現 株式会

社リクルート）執行役員

2022年６月 株式会社Optinal取締役（現任）

2022年11月 当社社外取締役（現任）

2023年６月 株式会社クイック社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由

酒井美穂氏は、大手情報サービス会社にて、法人営業、企業統括業務を担当後、
関連子会社の社長及び中核事業会社の執行役員を歴任し、とりわけ営業戦略立案、
営業チャネル構築、人材育成、女性の管理職登用・育成、働き方改革など人材採用
から育成、組織設計改革全般を担ってきた実績とこれらに関する専門的知識・経験
を有しており、引き続き当社グループの経営に対して有益なご意見やご指摘をいた
だくことを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式数

７
再任

社外

独立

深
ふか

田
だ

しおり
(1963年12月25日生)

1986年４月 リック株式会社入社

ー株

1987年９月 株式会社グラフテック入社

1988年３月 日興通信株式会社入社

1992年11月 アテンプマネジメント株式会社代表取締役

2000年１月 バウングローバルソリューション株式会社入社

2005年10月 テナリスNKKシームレス鋼管株式会社入社

2007年10月 ダノンジャパン株式会社入社

2011年７月 ジョンソンコントロールズ株式会社入社

2014年６月 デュポン株式会社入社

2014年11月 ジョンソンコントロールズ株式会社入社

2015年10月 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社入社

2016年３月

2016年４月

2019年４月

YKK AP株式会社入社

同社執行役員IT統括部長

同社執行役員デジタル統括部長

2020年３月 Deviating Sheep株式会社共同創業者／最

高運営責任者（現任）

2021年４月 YKK AP株式会社上席執行役員最高情報責任

者／最高デジタル責任者（現任）

2022年６月 YKK AP テクノロジーラボ（北米）株式会

社取締役／最高デジタル責任者／デジタル

R＆Dセンター長（現任）

2022年９月 株式会社Surpass社外取締役

2022年11月 当社社外取締役（現任）

2025年３月 SOLIZE株式会社（現 SOLIZE Holdings株

式会社）社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由

深田しおり氏は、グローバル企業を中心に新興企業と大企業の両方での勤務経験
に加え、起業経験を併せ持ち、とりわけデジタル領域に高い専門的知識・経験を有
しており、さらにダイバーシティ、業務改革、ガバナンス強化など全社的な取り組
みやプロジェクトを推進してきた実績を有することから、これらを活かして、客観
的・中立的な立場から、引き続き当社の経営を監督していただけるものと期待し、
社外取締役として選任をお願いするものであります。

(注) 1. 松井忠三氏、酒井美穂氏及び深田しおり氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は、
松井忠三氏及び深田しおり氏を東京証券取引所「有価証券上場規程」に定める独立役員とし
て指定し、同取引所に届け出ております。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を
独立役員とする予定であります。

2. 当社は、松井忠三氏が代表取締役を務める株式会社松井オフィスに対して、過去２年間にコ
ンサルタント報酬を支払った実績があり、今後も報酬を支払う可能性があります。

3. 当社は、酒井美穂氏に対して、過去２年間にコンサルタント報酬を支払った実績があり、今
後も報酬を支払う可能性があります。

4. 松井忠三氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって９年となります。酒井美穂
氏及び深田しおり氏の在任期間は、本総会終結の時をもって３年となります。

5. 当社は、社外取締役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、当社定款において、各
社外取締役との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任の限度額を法令の定める最低限
度額とする旨の契約（責任限定契約）を締結できる旨を定めております。松井忠三氏、酒井
美穂氏及び深田しおり氏の再任が承認された場合は、同様の責任限定契約を継続する予定で
あります。
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6. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で
締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び訴訟費用等の損害を当該保
険契約により填補することとしております。各候補者が再任又は選任された場合、当該保険
契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定
しております。

7. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

【ご参考：株主総会後のスキルマトリックス】

第３号議案が原案どおり承認可決された場合の各取締役及び各監査役のスキルは

以下のとおりとなります。

氏 名 地位
企業経営

人事労務

財務

会計

営業・マーケテ

ィング

製造

商品
IT・DX

法務・リスクマ

ネジメント
国際経験

貞松隆弥 代表取締役社長 〇 〇 〇 〇

姉川清司 常務取締役 〇 〇 〇 〇

貞松豊三 取締役 〇 〇 〇 〇

秋元誠 取締役 〇 〇

松井忠三 社外取締役 〇 〇 〇 〇 〇

酒井美穂 社外取締役 〇 〇

深田しおり 社外取締役 〇 〇 〇

松村彰久 常勤監査役 〇 〇 〇

中川義宏 社外監査役 〇

木下陽介 社外監査役 〇

以上
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ファミリーマート●

●ファミリーマート

ケンタッキー
フライドチキン
●

東口

山
手

線

山
手

線
都
営
浅
草
線

都
営
浅
草
線

東
急
池
上
線

東
急
池
上
線

桜田通り

目黒川
五反田駅五反田駅

五反田駅五反田駅

●
アトレ

歩道橋

関配ビル

株主総会会場ご案内図

会 場 東京都品川区東五反田５丁目22番27号 関配ビル10階

五反田KANPAIビル10階 大会議室

電話 ０８０-４１９５-７３９５

【交通のご案内】

JR山手線五反田駅東口より徒歩５分

都営地下鉄浅草線五反田駅Ａ４出口より徒歩３分

東急電鉄池上線五反田駅より徒歩６分

※株主様へのお土産のご用意はございません。また、株主総会終了後の株主懇談会は

実施いたしませんので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
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電子提供措置の開始日 2025年11月５日

第62期定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

連 結 注 記 表

個 別 注 記 表

（2024年９月１日から2025年８月31日まで）

フェスタリアホールディングス株式会社
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連結注記表
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）

1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ４社

連結子会社の名称・・・・・・株式会社サダマツ

台灣貞松股份有限公司

D&Q JEWELLERY Co.,Ltd.

維璦國際有限公司

2. 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

在外連結子会社維璦國際有限公司及び台灣貞松股份有限公司の決算日は連結決算日と一致して

おります。

在外連結子会社D&Q JEWELLERY Co.,Ltd.の決算日は６月30日であります。連結計算書類の作成

にあたっては、同決算日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っております。

4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの・・・決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定)

市場価格のない株式等・・・移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品・・・・個別法による原価法

（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

原材料・・・・・・・移動平均法による原価法

（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

貯蔵品・・・・・・・最終仕入原価法による原価法

（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・・・・

(リース資産除く)

イ.2007年3月31日以前に取得したもの

旧定率法によっております。

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）

については、旧定額法によっております。

ロ.2007年4月1日以降に取得したもの

定率法によっております。

ハ.2016年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物

定額法によっております。なお、耐用年数及び残存価額について

は、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっておりま

す。主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ２年～17年

機械及び装置 ５年～10年

工具器具備品 ２年～20年

② 無形固定資産・・・・

(リース資産除く)

ソフトウエア（自社利用分）については社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっております。

③ リース資産・・・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用して

おります。

④ 長期前払費用・・・・均等償却によっております。

なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準

によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金・・・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金・・・・・従業員の賞与の支給に備えて、賞与支給見込額の当連結会計年度負

担額を計上しております。

(4）退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させ

る方法については、期間定額基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（２年）による定額法により按分した額を発生連結会計年度から費用

処理しております。

未認識数理計算上の差異については、税効果を調整のうえ、純資産の部におけるその他の

包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
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(5) 重要な収益及び費用の計上基準

① 小売

主に小売店舗において商品の販売又はサービスを提供しており、顧客に商品を引き渡した

時点又はサービスを提供した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認

識しております。

自社のポイント制度については付与したポイントを履行義務として識別し、将来利用され

ると見込まれる額はポイントの付与時に契約負債として認識し、ポイントの利用時又はポ

イントの失効時に収益を認識しております。

② 卸売

主にフランチャイズ等への商品の販売を行っており、顧客に商品等を引き渡した時点で履

行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。なお、「収益認識に

関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から当該商

品等の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益

を認識しております。

(6) その他連結計算書類の作成のための重要な事項

① 重要な外貨建ての資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。

なお、在外連結子会社の資産及び負債は、在外連結子会社の決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定に含めております。

② グループ通算制度の適用

当社及び国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しています。

（会計方針の変更）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日)等を当

連結会計年度の期首から適用しております。なお、連結計算書類に与える影響はありません。
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（会計上の見積りに関する注記）

(繰延税金資産)

(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 258,365千円

(2)その他の情報

利益計画に基づいた将来の課税所得の見積りにより、回収が見込まれると判断した将来減算

一時差異について、繰延税金資産を計上しております。当該見積りは、将来の不確実な経済状

況の変動などの影響を受けるため、実際に発生した課税所得が見積りと異なった場合、翌連結

会計年度以降の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

(棚卸資産の評価)

(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

商品及び製品 2,652,554千円

原材料及び貯蔵品 902,344千円

売上原価に含まれる棚卸資産評価損 ▲18,096千円

(2)その他の情報

商品及び製品は個別法、原材料は移動平均法、貯蔵品は最終仕入原価法による原価法により

算定しており、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しており

ます。収益性の低下の判断においては、直近の販売実績に照らして販売可能と判断される棚卸

資産を除外した上で、仕入年度から一定の期間を超える棚卸資産の帳簿価額を切り下げており

ます。直近の販売実績及び今後の需要予測に照らした販売可能性の判定に用いた一定の期間を

主要な仮定としていますが、当該仮定は将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受

ける可能性があり、実際の販売実績が見積りと異なった場合、帳簿価額の切り下げに伴い翌連

結会計年度以降の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
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(減損損失)

(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

有形固定資産 437,009千円

無形固定資産 229,890千円

減損損失 18,122千円

(2)その他の情報

他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生

み出す最小の単位で減損の兆候を把握しております。収益性の低下等により減損の兆候がある

と認められる場合には、資産グループから得られる割引前キャッシュ・フローの総額と帳簿価

額を比較し、減損損失の認識の要否を判定しております。判定の結果、減損損失の認識が必要

とされた場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識してお

ります。これらの見積りにおいて用いた仮定には不確実性が伴うため、将来キャッシュ・フロ

ーの見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。その結果、翌連結会計年度以降の連結計

算書類に重要な影響を与える可能性があります。

（連結貸借対照表に関する注記）

1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,561,058千円

2. 担保に供している資産

投資有価証券 79,154千円

当社の連結子会社が出店しております株式会社新天町商店街公社（福岡市）との店舗賃貸借契

約の定めにより、当社が所有する株式会社新天町商店街公社の株式を担保提供しております。

なお、上記に対する債務はありません。

3. 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と当座貸越契約及び貸出

コミットメント契約を締結しております。

当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高

等は次のとおりであります。なお、貸出コミットメント契約には財務制限条項が付されており

ます。

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 4,144,600千円

借入実行残高 1,500,000千円

差引額 2,644,600千円
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

1. 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度
期首の株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
の株式数（株）

普通株式 1,209,000 2,421,600 － 3,630,600

注１．当連結会計年度の発行済株式増加株式数の2,418,000株は、2025年３月１日付で行った普通株式
１株につき３株の株式分割によるものであります。

注２．普通株式の発行済株式数の増加は、ストック・オプションの行使による増加3,600株によるもの
であります。

2. 自己株式に関する事項

株式の種類
当連結会計年度
期首の株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
の株式数（株）

普通株式 23,083 46,166 10,200 59,049

注１．当連結会計年度増加株式数の自己株式46,166は、2025年３月１日付で行った普通株式１株につ
き３株の株式分割によるものであります。

注２．自己株式の減少は、譲渡制限株式の発行による減少10,200株によるものであります。

3. 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2024年11月 28日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 23,718 20.00 2024年８月31日 2024年11月29日

注 当社は、2025年３月１日付で株式１株につき３株の株式分割を行っておりますが、2024年８月
31日を基準日とする配当につきましては、株式分割前の株式数を基準とした金額を記載してお
ります。

4. 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2025年11月27日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 25,000 7.00 2025年８月31日 2025年11月28日

注 当社は、2025年３月１日付で株式１株につき３株の株式分割を行っております。2025年８月31
日を基準日とする配当につきましては、株式分割後の金額を記載しております。なお、株式分
割を考慮しない場合の2025年８月期の年間配当金は、21円となります。

5. 当連結会計年度の末日における新株予約権の目的となる株式の数

普通株式 373,500株
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（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資等の資金計画に照らして、必要な資金を銀行等金融機関から

の借入により調達しております。また、短期的な運転資金を銀行借入により調達してお

り、資金運用については、短期的な安全性の高い金融資産に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。一部外貨建てのもの

については、為替変動リスクに晒されております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク

に晒されております。

長期借入金は、主に設備投資等の長期資金計画に基づく資金調達目的としたものであり

ます。長期借入金の一部は金利変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、経理規程に従い、営業債権について、取引先の状況等を定期的にモニタリング

し、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況等の悪化による回収懸

念の早期把握や軽減を行っております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）

当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクに関しては、長期借入金の金利変動リスク

を回避するため固定金利による借入をしております。

③資金調達に係る流動性リスク

当社は、経理規程に従い、資金管理責任者が常に資金繰りの状況を把握し、適時に資金

計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理してお

ります。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価額がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでい

るため、異なる前提条件などを採用することにより、当該価額が変動することがありま

す。
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2. 金融商品の時価等に関する事項

2025年８月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。なお、市場価格のない株式等は含まれておりません。

連結貸借対照表
計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

投資有価証券

その他有価証券
12,622 12,622 －

資産計 12,622 12,622 －

(1) 長期借入金 1,626,683 1,663,443 36,760

(2) 社債 50,000 48,888 △1,111

(3) リース債務 2,678 2,710 31

負債計 1,679,361 1,715,042 35,680

（注）1.現金は注記を省略しており、預金、売掛金、受取手形、買掛金、支払手形、未払金、未払費
用、前受金、契約負債、未払法人税等及び短期借入金は短期間で決済され、時価が簿価額に近
似することから、注記を省略しております。

（注）2.市場価格のない株式等

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 79,654

上記については、「投資有価証券」に含めておりません。

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

(１) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

当連結会計年度(2025年８月31日)

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他有価証券
上場株式

12,622 12,622

資産計 12,622 12,622
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(２) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当連結会計年度(2025年８月31日)

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金

社債

リース債務

1,663,443

48,888

2,710

1,663,443

48,888

2,710

負債計 1,715,042 1,715,042

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
（１）投資有価証券：上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引さ

れているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。
（２）長期借入金、社債、リース債務：同一の残存期間で同条件の借入れを行う場合の金利を用いて、

将来キャッシュ・フローを割引く方法により算定しているため、レベル２の時価に分類しており
ます。

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つ

のレベルに分類しています。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した

時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて

算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット

がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルの時価を分類し

ております。

（注）3. 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超
５年以内（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 1,143,341 － － －

売掛金 883,332 － － －

合計 2,026,674 － － －

（注）4．長期借入金、社債及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
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区分
１年以内
（千円）

１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

長期借入金 858,518 120,420 85,675 37,080 24,990

区分
１年以内
（千円）

１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

社債 20,000 20,000 10,000 － －

区分
１年以内
（千円）

１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

リース債務 704 704 704 664 －

（収益認識に関する注記）

① 当社は宝飾事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、

以下のとおりであります。

（単位：千円）

店舗形態別

当連結会計年度

（自 2024年９月１日

至 2025年８月31日）

宝飾品業態 8,703,408

海外宝飾品業態 434,501

宝飾品卸売業 265,208

外部顧客への売上高 9,403,118

②顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

に関する注記）４．会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり

であります。
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③当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

1.契約資産及び契約負債の残高等

顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の内訳は以下のとおりであります。

（単位：千円）

当連結会計年度期首残高

（2024年９月１日）

当連結会計年度期末残高

（2025年８月31日）

顧客との契約から生じた債権 956,374 883,332

契約負債 318,012 291,126

連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権は「売掛金」に、契約負債は「契約負債」及
び「前受金」として計上しております。契約負債は主に商品等の販売時に顧客に付与したポイントで
あり、前受金は主に、商品引き渡し前に顧客から受け取った前受金であります。
当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、318,012
千円であります。また、当連結会計年度において、契約負債が26,886千円減少した主な理由は、前受
金の減少によるものであります。

2.残存履行義務に配分した取引価格

当社グループでは、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上

の便法を適用し、残存履行義務に配分した取引価格に関する記載を省略しております。また、

顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

（１株当たり情報に関する注記）

1. １株当たり純資産額 455円 38銭

2. １株当たり当期純利益 49円 48銭

（注）2025年３月１日付で当社普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。１株あた
り純資産額及び１株当たり当期純利益は、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮
定して、算定しております。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。
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個別注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの・・・・・・・決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

市場価格のない株式等・・・・・・・移動平均法による原価法

2. 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金・・・・・従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（２年）による定額法に

より按分した額を発生事業年度から費用処理しております。

3. 収益及び費用の計上基準

純粋持株会社である当社の収益は、主に子会社からの経営指導料収入及び受取配当金収入となり

ます。 経営指導料収入においては、子会社との契約内容に応じた役務を提供することが履行義

務であり、履行義務の充足に従い一定期間にわたって収益として認識しております。受取配当金

収入については、配当金の効力発生日をもって収益認識しております。

4. その他計算書類の作成のための重要な事項

(1) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。

(2) グループ通算制度の適用

当社は、グループ通算制度を適用しています。

（会計方針の変更）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日)等を当

事業年度の期首から適用しております。なお、計算書類に与える影響はありません。

（会計上の見積りに関する注記）

― 70 ―

2025年10月30日 17時04分 $FOLDER; 70ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



（繰延税金資産）

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産 82,845千円

(2) その他の情報

連結注記表の「（会計上の見積りに関する注記）」に同一の内容を記載しているため、注記を省

略しております。

（貸借対照表に関する注記）

1. 有形固定資産の減価償却累計額 23,170千円

2. 担保に供している資産

投資有価証券 79,154千円

当社の連結子会社が出店しております株式会社新天町商店街公社（福岡市）との店舗賃貸借契

約の定めにより、当社が所有する株式会社新天町商店街公社の株式を担保提供しております。

なお、上記に対する債務はありません。

3. 偶発債務

以下の会社に対して、金融機関からの借入、リース債務、割賦未払金について、債務の保証を

行っております。

株式会社サダマツ 2,730,506千円

台灣貞松股份有限行司 144,600千円

D&Q JEWELLERY Co.,Ltd. 50,000千円

4. 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

短期金銭債権 26,532千円

短期金銭債務 11,601千円

5. 取締役に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

短期金銭債権 9,000千円

（損益計算書に関する注記）

関係会社との取引高

営業収益 257,624千円

営業費用 12,000千円

営業取引以外の取引高 63,403千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

自己株式に関する事項
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株式の種類
当事業年度期首
の株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末
の株式数（株）

普通株式 23,083 46,166 10,200 59,049
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注１．当連結会計年度増加株式数の自己株式46,166は、2025年３月１日付で行った普通株式１株につ
き３株の株式分割によるものであります。

注２．自己株式の減少は、譲渡制限株式の発行による減少10,200株によるものであります。

（税効果会計に関する注記）

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内訳

繰延税金資産

未払事業税 1,397千円

退職給付引当金 51,057千円

減損損失 29,329千円

株式報酬費用 13,813千円

税務上の繰越欠損金 14,151千円

その他 1,257千円

繰延税金資産小計 111,006千円

評価性引当額 △24,964千円

繰延税金資産計 86,042千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 3,196千円

繰延税金負債計 3,196千円

繰延税金資産の純額 82,845千円

（収益認識に関する注記）

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「個別注記表（重要な会計方針

に係る事項に関する注記）３.収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記

を省略しております。
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（関連当事者との取引に関する注記）

子会社等

種類 会社等の名称
資本金又
は出資金

事業の内
容

又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割
合
(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

子 会 社
株式会社サ
ダマツ

10
百万円

小売業
(所有)
直 接
100.00

役員の兼任

経営指導料の
受取

240,000 未収入金 22,000

業務委託料の
支払

12,000 未払金 1,100

利息の受取 63,403 ― ―

資金の貸付 586,430 短期貸付金 1,712,069

（注）1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
2. 取引条件ないし取引条件の決定方針等は一般取引条件等を考慮して決定しております。
3. 経営指導料・業務委託料の支払につきましては、業務内容を勘案して決定しております。
4. 「取引の内容」欄の資金の貸付・回収につきましては、当事業年度末残高と前事業年度末

残高の純増減額を記載しております。

（１株当たり情報に関する注記）

1. １株当たり純資産額 437円 84銭

2. １株当たり当期純利益 7円 35銭

（注）2025年３月１日付で当社普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。１株あた
り純資産額及び１株当たり当期純利益は、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し
て、算定しております。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。
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